
四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

平成２７年３月２６日 

四日市市長  田 中 俊 行 

 

四日市市規則第１４号 

四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する 

規則 

四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和６２年四日市市規

則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（昇給日） （昇給日） 

第２５条 条例第６条第３項の規則で定

める日は、第３２条又は第３３条に定

めるものを除き、毎年７月１日とす

る。 

第２５条 条例第６条第３項の規則で定

める日は、第３２条又は第３３条に定

めるものを除き、毎年１月１日とす

る。 

２ 条例第６条第３項の規則で定める日

以前１年間におけるその者の勤務成績

は、毎年３月３１日以前１年間におけ

るその者の勤務成績とする。 

２ 条例第６条第３項の規則で定める日

以前１年間におけるその者の勤務成績

は、毎年１２月３１日以前１年間にお

けるその者の勤務成績とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

 

改正後 

別表第１（第３条関係） 

級別職務分類表（医師及び歯科医師を除く。） 

職務の級 標準的な職務 

 （略） 

８級 (1) 市長の事務部局の部の次長、社会福祉事務所長、保健所長、保健

所副所長、人権行政監、法令遵守推進監、検査監、廃棄物対策監及

び治水対策監 



(2)から(5)まで （略） 

７級 (1) 市長の事務部局の課（室）長、市長部局等の副参事のうち市長が

指定する職の職務、東京事務所長、地区市民センター館長、三重北

勢健康増進センター館長、四日市公害と環境未来館長及び副館長並

びに会計管理室長並びにこれに相当する職の職務 

(2)から(7)まで （略） 

(8) 市長部局等の政策推進監、事業調整監、同和行政推進監、地域調

整監及び副参事並びに消防部局の政策推進監、同和行政推進監及び

副参事並びにこれに相当する職の職務 

 （略） 

５級 (1)及び(2) （略） 

(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の困難な業務を分掌する係長並

びに指導主事の職務 

(4)から(6)まで （略） 

４級 (1)及び(2) （略） 

(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の係長並びに指導主事の職務 

(4)から(6)まで （略） 

 （略）  
 

 

改正前 

別表第１（第３条関係） 

級別職務分類表（医師及び歯科医師を除く。） 

職務の級 標準的な職務 

 （略） 

８級 (1) 市長の事務部局の部の次長、社会福祉事務所長、保健所長、保健

所副所長、人権行政監、広報監、法令遵守推進監、検査監、廃棄物

対策監、広域道路監及び治水対策監 

(2)から(5)まで （略） 

７級 (1) 市長の事務部局の課（室）長、市長部局等の副参事のうち市長が

指定する職の職務、東京事務所長、地区市民センター館長、楠総合



支所長、三重北勢健康増進センター館長、四日市公害と環境未来館

長及び副館長並びに会計管理室長並びにこれに相当する職の職務 

(2)から(7)まで （略） 

(8) 市長部局等の政策推進監、事業調整監、同和行政推進監、地域調

整監、保険料収納監及び副参事並びに消防部局の政策推進監、同和

行政推進監及び副参事並びにこれに相当する職の職務 

 （略） 

５級 (1)及び(2) （略） 

(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の困難な業務を分掌する係長、

指導主事並びに社会教育主事の職務 

(4)から(6)まで （略） 

４級 (1)及び(2) （略） 

(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の係長、指導主事並びに社会

教育主事の職務 

(4)から(6)まで （略） 

 （略）  
 

 

改正後  

別表第８（第２１条関係）  

ア 行政職  

昇格後の号給 昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ １ １ 



７ １ １ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ ２ ２ １ １ １ 

１１ １ １ １ ３ ３ １ １ １ 

１２ １ １ １ ４ ４ １ １ １ 

１３ １ １ １ ５ ５ １ １ １ 

１４ １ １ １ ６ ６ ２ ２ １ 

１５ １ １ １ ７ ７ ３ ３ １ 

１６ １ １ １ ８ ８ ４ ４ １ 

１７ １ １ １ ９ ９ ５ ５ １ 

１８ １ ２ ２ １０ １０ ６ ６ ２ 

１９ １ ３ ３ １１ １１ ７ ７ ３ 

２０ １ ４ ４ １２ １２ ８ ８ ４ 

２１ １ ５ ５ １３ １３ ９ ９ ５ 

２２ １ ６ ６ １４ １４ １０ １０ ６ 

２３ １ ７ ７ １５ １５ １１ １１ ７ 

２４ １ ８ ８ １６ １６ １２ １２ ８ 

２５ １ ９ ９ １７ １７ １３ １３ ９ 

２６ １ １０ １０ １８ １８ １４ １４ １０ 

２７ １ １１ １１ １９ １９ １５ １５ １１ 

２８ １ １２ １２ ２０ ２０ １６ １６ １２ 

２９ １ １３ １３ ２１ ２１ １７ １７ １３ 

３０ １ １４ １４ ２２ ２２ １８ １８ １３ 

３１ １ １５ １５ ２３ ２３ １９ １９ １３ 

３２ １ １６ １６ ２４ ２４ ２０ ２０ １３ 

３３ １ １７ １７ ２５ ２５ ２１ ２１ １３ 

３４ ２ １８ １８ ２６ ２６ ２１ ２２ １４ 

３５ ３ １９ １９ ２７ ２７ ２２ ２３ １４ 

３６ ４ ２０ ２０ ２８ ２８ ２２ ２４ １４ 

３７ ５ ２１ ２１ ２９ ２９ ２３ ２５ １４ 



３８ ６ ２２ ２２ ３０ ３０ ２３ ２５ １４ 

３９ ７ ２３ ２３ ３１ ３１ ２４ ２６ １５ 

４０ ８ ２４ ２４ ３２ ３２ ２４ ２６ １５ 

４１ ９ ２５ ２５ ３３ ３３ ２５ ２７ １５ 

４２ １０ ２６ ２６ ３４ ３４ ２５ ２７ １５ 

４３ １１ ２７ ２７ ３５ ３５ ２６ ２８ １５ 

４４ １２ ２８ ２８ ３６ ３６ ２６ ２８ １６ 

４５ １３ ２９ ２９ ３７ ３７ ２７ ２８ １６ 

４６ １４ ３０ ３０ ３８ ３８ ２７ ２８   

４７ １５ ３１ ３１ ３９ ３９ ２８ ２８   

４８ １６ ３２ ３２ ４０ ４０ ２８ ２９   

４９ １７ ３３ ３３ ４１ ４１ ２９ ２９   

５０ １８ ３４ ３４ ４２ ４１ ２９ ２９   

５１ １９ ３５ ３５ ４３ ４２ ２９ ２９   

５２ ２０ ３６ ３６ ４４ ４２ ２９ ２９   

５３ ２１ ３７ ３７ ４５ ４３ ３０ ３０   

５４ ２２ ３８ ３８ ４６ ４３ ３０ ３０   

５５ ２３ ３９ ３９ ４７ ４４ ３０ ３０   

５６ ２４ ４０ ４０ ４８ ４４ ３０ ３０   

５７ ２５ ４１ ４１ ４９ ４５ ３１ ３０   

５８ ２５ ４１ ４２ ５０ ４５ ３１ ３１   

５９ ２６ ４２ ４３ ５１ ４６ ３１ ３１   

６０ ２６ ４２ ４４ ５２ ４６ ３１ ３１   

６１ ２７ ４３ ４５ ５３ ４７ ３１ ３１   

６２ ２７ ４３ ４５ ５４ ４７ ３１     

６３ ２８ ４４ ４５ ５５ ４８ ３１     

６４ ２８ ４４ ４６ ５６ ４８ ３１     

６５ ２９ ４５ ４６ ５７ ４９ ３１     

６６ ２９ ４５ ４６ ５８ ４９ ３１     

６７ ３０ ４６ ４７ ５９ ５０ ３１     

６８ ３０ ４６ ４７ ６０ ５０ ３２     



６９ ３１ ４７ ４７ ６１ ５０ ３２     

７０ ３１ ４７ ４８ ６２ ５０ ３２     

７１ ３２ ４８ ４８ ６３ ５０ ３２     

７２ ３２ ４８ ４８ ６４ ５０ ３２     

７３ ３３ ４９ ４９ ６５ ５０ ３２     

７４ ３３ ４９ ４９ ６６ ５０ ３２     

７５ ３４ ４９ ４９ ６７ ５０ ３２     

７６ ３４ ４９ ５０ ６８ ５０ ３２     

７７ ３５ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２     

７８ ３５ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２     

７９ ３６ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２     

８０ ３６ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２     

８１ ３７ ５１ ５１ ６９ ５１ ３３     

８２ ３８ ５１ ５２ ６９ ５１ ３３     

８３ ３９ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４     

８４ ４０ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４     

８５ ４１ ５２ ５３ ６９ ５１ ３５     

８６ ４１ ５２ ５３ ７０ ５１       

８７ ４２ ５２ ５３ ７０ ５１       

８８ ４２ ５２ ５３ ７０ ５１       

８９ ４３ ５３ ５４ ７１ ５２       

９０ ４３ ５３ ５４ ７２ ５２       

９１ ４４ ５３ ５４ ７３ ５２       

９２ ４４ ５３ ５４ ７４ ５２       

９３ ４５ ５３ ５５ ７５ ５３       

９４   ５４ ５５           

９５   ５４ ５５           

９６   ５４ ５５           

９７   ５４ ５５           

９８   ５４ ５６           

９９   ５５ ５６           



１００   ５５ ５６           

１０１   ５５ ５６           

１０２   ５５ ５６           

１０３   ５５ ５７           

１０４   ５６ ５７           

１０５   ５６ ５７           

１０６   ５６ ５７           

１０７   ５６ ５７           

１０８   ５６ ５８           

１０９   ５６ ５８           

１１０   ５７ ５８           

１１１   ５７ ５８           

１１２   ５７ ５８           

１１３   ５７ ５９           

１１４   ５７             

１１５   ５７             

１１６   ５８             

１１７   ５８             

１１８   ５８             

１１９   ５８             

１２０   ５８             

１２１   ５８             

１２２   ５９             

１２３   ５９             

１２４   ５９             

１２５   ５９             
 
イ （略）  

 

改正前  

別表第８（第２１条関係）  

ア 行政職  



昇格後の号給 昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ ２ ２ １ １ １ 

１１ １ １ １ ３ ３ １ １ １ 

１２ １ １ １ ４ ４ １ １ １ 

１３ １ １ １ ５ ５ １ １ １ 

１４ １ １ １ ６ ６ ２ ２ １ 

１５ １ １ １ ７ ７ ３ ３ １ 

１６ １ １ １ ８ ８ ４ ４ １ 

１７ １ １ １ ９ ９ ５ ５ １ 

１８ １ ２ ２ １０ １０ ６ ６ ２ 

１９ １ ３ ３ １１ １１ ７ ７ ３ 

２０ １ ４ ４ １２ １２ ８ ８ ４ 

２１ １ ５ ５ １３ １３ ９ ９ ５ 

２２ １ ６ ６ １４ １４ １０ １０ ６ 

２３ １ ７ ７ １５ １５ １１ １１ ７ 

２４ １ ８ ８ １６ １６ １２ １２ ８ 

２５ １ ９ ９ １７ １７ １３ １３ ９ 

２６ １ １０ １０ １８ １８ １４ １４ １０ 

２７ １ １１ １１ １９ １９ １５ １５ １１ 



２８ １ １２ １２ ２０ ２０ １６ １６ １２ 

２９ １ １３ １３ ２１ ２１ １７ １７ １３ 

３０ １ １４ １４ ２２ ２２ １８ １８ １３ 

３１ １ １５ １５ ２３ ２３ １９ １９ １３ 

３２ １ １６ １６ ２４ ２４ ２０ ２０ １３ 

３３ １ １７ １７ ２５ ２５ ２１ ２１ １４ 

３４ ２ １８ １８ ２６ ２６ ２１ ２２ １４ 

３５ ３ １９ １９ ２７ ２７ ２２ ２３ １４ 

３６ ４ ２０ ２０ ２８ ２８ ２２ ２４ １４ 

３７ ５ ２１ ２１ ２９ ２９ ２３ ２５ １５ 

３８ ６ ２２ ２２ ３０ ３０ ２３ ２５ １５ 

３９ ７ ２３ ２３ ３１ ３１ ２４ ２６ １５ 

４０ ８ ２４ ２４ ３２ ３２ ２４ ２６ １５ 

４１ ９ ２５ ２５ ３３ ３３ ２５ ２７ １６ 

４２ １０ ２６ ２６ ３４ ３４ ２５ ２７ １６ 

４３ １１ ２７ ２７ ３５ ３５ ２６ ２８ １６ 

４４ １２ ２８ ２８ ３６ ３６ ２６ ２８ １６ 

４５ １３ ２９ ２９ ３７ ３７ ２７ ２９ １７ 

４６ １４ ３０ ３０ ３８ ３８ ２７ ２９  

４７ １５ ３１ ３１ ３９ ３９ ２８ ３０  

４８ １６ ３２ ３２ ４０ ４０ ２８ ３０  

４９ １７ ３３ ３３ ４１ ４１ ２９ ３１  

５０ １８ ３４ ３４ ４２ ４１ ２９ ３１  

５１ １９ ３５ ３５ ４３ ４２ ２９ ３２  

５２ ２０ ３６ ３６ ４４ ４２ ３０ ３２  

５３ ２１ ３７ ３７ ４５ ４３ ３０ ３３  

５４ ２２ ３８ ３８ ４６ ４３ ３０ ３３  

５５ ２３ ３９ ３９ ４７ ４４ ３１ ３４  

５６ ２４ ４０ ４０ ４８ ４４ ３１ ３４  

５７ ２５ ４１ ４１ ４９ ４５ ３１ ３５  

５８ ２５ ４１ ４２ ５０ ４５ ３２ ３５  



５９ ２６ ４２ ４３ ５１ ４６ ３２ ３６  

６０ ２６ ４２ ４４ ５２ ４６ ３２ ３６  

６１ ２７ ４３ ４５ ５３ ４７ ３３ ３７  

６２ ２７ ４３ ４５ ５４ ４７ ３３   

６３ ２８ ４４ ４５ ５５ ４８ ３４   

６４ ２８ ４４ ４６ ５６ ４８ ３４   

６５ ２９ ４５ ４６ ５７ ４９ ３５   

６６ ２９ ４５ ４６ ５８ ４９ ３５   

６７ ３０ ４６ ４７ ５９ ５０ ３６   

６８ ３０ ４６ ４７ ６０ ５０ ３６   

６９ ３１ ４７ ４７ ６１ ５１ ３７   

７０ ３１ ４７ ４８ ６２ ５１ ３７   

７１ ３２ ４８ ４８ ６３ ５２ ３８   

７２ ３２ ４８ ４８ ６４ ５２ ３８   

７３ ３３ ４９ ４９ ６５ ５３ ３９   

７４ ３３ ４９ ４９ ６６ ５４ ３９   

７５ ３３ ４９ ４９ ６７ ５５ ４０   

７６ ３４ ４９ ５０ ６８ ５６ ４０   

７７ ３４ ５０ ５０ ６９ ５７ ４１   

７８ ３４ ５０ ５０ ７０ ５８      

７９ ３５ ５０ ５１ ７１ ５９      

８０ ３５ ５０ ５１ ７２ ６０      

８１ ３５ ５１ ５１ ７３ ６１      

８２ ３６ ５１ ５２ ７４ ６２      

８３ ３６ ５１ ５２ ７５ ６３      

８４ ３６ ５１ ５２ ７６ ６４      

８５ ３７ ５２ ５３ ７７ ６５      

８６ ３７ ５２ ５３ ７８       

８７ ３８ ５２ ５３ ７９       

８８ ３８ ５２ ５３ ８０       

８９ ３９ ５３ ５４ ８１       



９０ ３９ ５３ ５４ ８２       

９１ ４０ ５３ ５４ ８３       

９２ ４０ ５３ ５４ ８４       

９３ ４１ ５３ ５５ ８５       

９４  ５４ ５５      

９５  ５４ ５５      

９６  ５４ ５５      

９７  ５４ ５６      

９８  ５４ ５６      

９９  ５５ ５６      

１００  ５５ ５６      

１０１  ５５ ５７      

１０２  ５５ ５７      

１０３  ５５ ５８      

１０４  ５６ ５８      

１０５  ５６ ５９      

１０６  ５６ ５９      

１０７  ５６ ６０      

１０８  ５６ ６０      

１０９  ５７ ６１      

１１０  ５７ ６１      

１１１  ５７ ６２      

１１２  ５７ ６２      

１１３  ５７ ６３      

１１４  ５８       

１１５  ５８       

１１６  ５８       

１１７  ５８       

１１８  ５８       

１１９  ５９       

１２０  ５９       



１２１  ５９       

１２２  ５９       

１２３  ５９       

１２４  ６０       

１２５  ６０       
 
イ （略）  

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （初任給に関する経過措置） 

２ 平成２７年７月１日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第１

１条から第１４条までの規定の適用を受けることとなるもののうち、新たに職員と

なった日（以下「採用日」という。）から、これらの規定による号給（以下、この

項において「特定号給」という。）の号数から第１１条第１項の規定による号給

（第１３条の規定により初任給基準表の初任給欄に定める号給とすることができる

と定められている号給を除く。）の号数を減じた数を別表第９に定める昇給号給数

表のＣ欄の上段に掲げる号給数で除して得た数の年数（１未満の端数があるときは、

これを切り捨てた数。以下、この項において「調整年数」という。）を遡った日が

平成２７年７月１日前となるものの採用日における号給は、第１１条から第１４条

までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日（平成２７年７月１日以

後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の５

月１日（管理職手当の支給を受ける職員で市長が定めるものにあっては、同年の４

月１日）以後である場合にあっては、同年の７月１日）の翌日から採用日までの間

における第２５条に規定する昇給日（平成２７年７月１日に限る。）の数に相当す

る号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。 

 （平成２７年７月１日の昇給の号給数に関する特例） 

３ 平成２７年７月１日における第２９条第５項の規定の適用については、第２９条

第５項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から１を減じ

て得た数に相当する号給数（当該号給数が負となるときは、０）」とする。 

 （平成２７年７月１日までの間における昇給の号給数等の特例） 

４ 平成２７年７月１日における昇給の号給数は、第２９条第５項及び前項の規定に



よる号給数に相当する数に、平成２７年１月１日（平成２７年１月１日後に新たに

職員となった者にあっては、採用日又は第２章の規定により給料を決定された日）

から昇給日の前日までの期間の月数（１月未満の端数があるときは、これを１月と

する。）を１２月で除した数を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを

切り捨てた数）に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による

号給数が０となる職員は、昇給しない。 

５ 平成２７年７月１日における第２９条第２項及び同条第６項の規定の適用につい

ては、同条第２項第１号中「昇給日前で市長が定める日（以下「基準日」とい

う。）から前１年間」とあるのは「平成２７年１月１日から昇給日前で市長が定め

る日（以下「基準日」という。）までの期間」と、同条第６項中「前年の昇給日以

後」とあるのは「平成２７年１月１日から平成２７年６月３０日までの間」とする。 

（総務部人事課） 


